
◎福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律 
（令和四年五月二七日法律第五四号）   

一、 提案理由（令和四年四月二六日・衆議院東日本大震災復興特別委員会） 

○西銘国務大臣 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その

提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するとともに、我が国の科学技術力及

び産業競争力の強化に貢献するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に

資する研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、

福島の創造的復興の中核的な役割を担うものとして、研究開発、研究開発成果の産業化、

これらを担う人材の育成等の業務を行う福島国際研究教育機構を新たに設立するもので

あります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、内閣総理大臣は、福島において取り組むべき新たな産業の創出及び産業の国

際競争力の強化に資する研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに当該研究

開発に係る人材の育成及び確保に関する施策等の推進に関する新産業創出等研究開発基

本計画を定めるものとし、同計画は、福島国際研究教育機構が中核的な役割を担うよう

定めるものとしております。 

 第二に、福島国際研究教育機構の目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。 

 第三に、福島国際研究教育機構の役員として、理事長、監事及び理事を置くこととし

ております。 

 第四に、福島国際研究教育機構の主務大臣等について定めるほか、中期目標の策定等

に当たって、復興推進委員会、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意

見を聞くこととしております。 

 その他所要の改正を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 福島の復興及び再生は喫緊の課題であり、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同

あらんことをお願いいたします。 

 以上です。 

二、衆議院東日本大震災復興特別委員長報告（令和四年五月一二日） 

○伊藤忠彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、福島の復興及び再生を一層推進するとともに、我が国の科学技術力及び産業

競争力の強化に貢献するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に資する

研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、福島の

創造的復興の中核的な役割を担うものとして、研究開発、研究開発成果の産業化、これ

らを担う人材の育成等の業務を行う福島国際研究教育機構を新たに設立するものであり



ます。 

 本案は、去る四月二十六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本

委員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、同日西銘復興大臣から趣旨の説明を聴取し、二十八日及び

五月十日に質疑を行いました。質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

一 福島国際研究教育機構が先端技術を中核とした実用化重視の研究を行い、大胆な規

制緩和や地域の研究施設、実証フィールドの活用を図りながら、機構発のベンチャー

等を創出し、当該ベンチャー等と地域企業との連携を促進する仕組みを構築するとと

もに、インキュベーション施設の設置などによりベンチャー等を呼び込み、地域の雇

用創出や取引拡大、定住人口の増大等の地域発展に寄与する拠点となるよう整備する

こと。 

二 福島国際研究教育機構が分野横断的な研究及び産学官連携による新産業の創出、持

続性のある人材育成等を推進する重要な拠点となり、福島イノベーション・コースト

構想における創造的復興の中核拠点となるよう、復興庁の設置期限後も、政府は責任

を持って、長期的かつ十分な予算、体制を確保すること。 

三 我が国の科学技術力・産業競争力の強化を図るためには、福島国際研究教育機構の

魅力ある取組を世界に発信し、世界レベルの研究者を呼び込むよう努めること。研究

者等が最先端の研究を行いつつ安心して教育にも取り組めるような多言語対応にも配

慮した住環境づくりの推進を図るため、研究者やその家族の受け入れに必要な生活環

境・インフラ整備について、自治体と連携して取り組むための財源を確保すること。 

四 福島国際研究教育機構を中核とした国際研究都市の形成のために必要不可欠なコン

ベンション施設など産学の活動を支援する施設、５Ｇなどの情報通信基盤、基幹とな

る広域的な交通インフラその他の周辺環境の整備については、政府が前面に立ち、自

治体と連携して取り組むとともに、自治体や事業者等が行う周辺環境の整備等につい

ては、政府が全面的に支援すること。 

五 原子力災害に見舞われた福島県の復興のためには、東京電力福島第一原子力発電所

の着実かつ安全な廃炉が必要不可欠であり、政府は廃炉につながる福島国際研究教育

機構の研究開発を支援すること。 

六 ふくしま医療機器開発支援センター等地域の研究施設と連携した研究開発や地域課

題の解決につながる研究開発を支援するなど、福島イノベーション・コースト構想の

推進を加速すること。 



七 福島国際研究教育機構の研究者等が安心して研究開発に取り組むことができるよう、

研究者等本人の意向を踏まえ、可能な限り有期労働契約から無期労働契約へ移行させ

るよう努めること。また、我が国における科学技術の水準の長期的な向上を図るため、

若手・女性研究者等に活躍の機会を与える環境を整備するよう努めること。 

八 福島浜通り地域等が持続的な発展を遂げるには、復興をリードする地域の人材育成

が重要であることから、地域の教育機関等との連携の下、地域の高専生や高校生を始

め、小中学生も含めたシームレスな形での福島国際研究教育機構による地域人材に対

する育成の仕組みを構築するなど、機構の教育機能を充実させること。 

九 新産業創出等研究開発基本計画その他の本法で規定する目標、計画の策定等に当た

っては、地域住民、企業、各種団体等の理解が得られるように、幅広い意見を聴取す

る機会を設け、その反映に努めること。 

十 福島国際研究教育機構が各省庁の縦割りを超えた研究開発等を一元的に実施してい

くために、機構の理事長のリーダーシップ等により一体性を確保するとともに、理事

長と緊密に連携しながら、復興庁が司令塔となり、共管省庁と連携していくこと。ま

た、機構の見直しに当たっては、復興庁の設置期限の到来を見据え、縦割り行政の弊

害に留意した検討を行うこと。 

十一 福島国際研究教育機構の理事等役員には、大学・研究機関・企業の運営に高度な

知識及び経験を有する者、科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者、福島の復興

に関して優れた識見を有する者など卓越した人材を任命すること。 

十二 新産業創出等研究開発協議会は、福島国際研究教育機構で行う研究開発や人材育

成に関連する幅広い大学その他の研究機関を構成員とし、関係行政機関や地元地方公

共団体等も含めて活発な協議を行い、機構の業務に積極的に関与すること。 

十三 福島の復興・再生に向けて、福島国際研究教育機構の取組等を含め、県内外の避

難者が真に安定した生活を取り戻すことができるまで、政府は支援を継続すること。 

十四 福島国際研究教育機構は、研究開発や人材育成に関し、被災三県をはじめとする

東北及び隣接する茨城県等の廃炉等の原子力関連研究施設やエネルギーに関係する大

学・研究機関等とも密接な連携を取るよう努めること。 

十五 福島国際研究教育機構と同様、福島県以外の被災地における雇用創出、定住人口

の増大、新産業の創出、持続性のある人材育成、世界レベルの研究者の移住を推進す

るという見地から、国際リニアコライダー研究所の誘致を含め、世界最先端の国際研

究都市の創造に向け、積極的な検討を行うこと。 

三、参議院東日本大震災復興特別委員長報告（令和四年五月二〇日） 

○那谷屋正義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特

別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、福島において取り組むべき新

たな産業の創出等に寄与する研究開発等に関する基本的な計画を定めることとするとと



もに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担う福島国際研究教育機構を

設立し、その目的、業務の範囲、運営の目標等に関する事項等を定めようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、福島国際研究教育機構における研究開発の内容、機構と他の

研究機関等との連携、人材確保に資する研究及び生活の環境整備、研究開発予算の安定

的な確保等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 なお、本法律案の審査に先立ち、福島県において視察を行いました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より反対の

旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し十六項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 過酷な原子力災害に見舞われ人口減少が著しい福島浜通り地域において、定住人口

の増大等地域の一層の発展に資する観点から、福島国際研究教育機構の設立を契機と

して、新たな産業を創出し、幅広い世代がより暮らしやすい地域づくりを将来にわた

って着実に実施すること。 

二 福島国際研究教育機構が先端技術を中核とした実用化重視の研究を行い、ベンチャ

ー企業の創出、地域企業との連携を促進し、社会実装まで目指した取組を進めること

で、地域の雇用創出や取引拡大、定住人口の増大等の地域発展に寄与する拠点となる

よう整備すること。 

三 福島国際研究教育機構が分野横断的な研究及び産学官連携による新産業の創出、持

続性のある人材育成等を推進する重要な拠点となり、福島イノベーション・コースト

構想における創造的復興の中核拠点となるよう、復興庁の設置期限後も、政府は責任

を持って、長期的かつ十分な予算、体制を確保すること。 

四 我が国の科学技術力・産業競争力の強化を図るため、福島国際研究教育機構の魅力

ある取組を世界に発信し、世界レベルの研究者を呼び込むとともに、世界に向けて研

究者や研究成果を供給できるように努めること。研究者等が最先端の研究を行いつつ

安心して教育にも取り組めるような多言語対応にも配慮した住環境づくりの推進を図

るため、研究者やその家族の受入れに必要な生活環境・インフラ整備について、自治

体と連携して取り組むための財源を確保すること。 

五 福島国際研究教育機構を中核とした国際研究都市の形成のために必要不可欠なコン

ベンション施設など産学の活動を支援する施設、５Ｇなどの情報通信基盤、基幹とな

る広域的な交通インフラその他の周辺環境の整備については、政府が前面に立ち、自



治体と連携して取り組むとともに、自治体や事業者等が行う周辺環境の整備等につい

ては、政府が全面的に支援すること。 

六 世界に類を見ない原子力災害に見舞われた福島県の復興のためには、東京電力福島

第一原子力発電所の着実かつ安全な廃炉が必要不可欠であり、政府は廃炉につながる

福島国際研究教育機構の研究開発を積極的に支援すること。 

七 ふくしま医療機器開発支援センター等地域の研究施設と連携した研究開発や地域課

題の解決につながる研究開発を支援するなど、福島イノベーション・コースト構想の

推進を加速すること。 

八 福島国際研究教育機構の研究者等が安心して研究開発に取り組むことができるよう、

研究者等の雇用形態は、本人の意向を踏まえ、可能な限り有期雇用から無期雇用へ移

行するよう努めること。また、我が国における科学技術の水準の長期的な向上を図る

ため、若手や女性が活躍しやすい魅力ある研究環境を整備し、その積極的な登用に努

めること。 

九 福島浜通り地域等が持続的な発展を遂げるには、復興をリードする地域の人材育成

が重要であることから、地域の教育機関等との連携の下、地域の高専生や高校生を始

め、小中学生も含めた切れ目のない形での福島国際研究教育機構による地域人材に対

する育成の仕組みを構築するなど、機構の教育機能を充実させ、将来の大学・大学院

の設置等につなげることも含め、検討を行うこと。 

十 新産業創出等研究開発基本計画その他の本法で規定する目標、計画の策定等に当た

っては、地域住民、企業、各種団体等の理解が得られるように、幅広い意見を聴取す

る機会を設け、その反映に努めること。 

十一 福島国際研究教育機構の主務大臣が六大臣にわたることから、機構の理事長が各

省庁の縦割りを超えた研究開発等を一元的に実施していくための指導力を発揮できる

よう、復興庁が司令塔となり、理事長と緊密に連携しながら、共管省庁との適切な連

携が図られるようにすること。また、機構の見直しに当たっては、復興庁の設置期限

の到来を見据え、縦割り行政の弊害に留意した検討を行うこと。 

十二 福島国際研究教育機構の理事等役員には、大学・研究機関・企業の運営に高度な

知識及び経験を有する者、科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者、福島の復興

に関して優れた識見を有する者など卓越した人材を任命すること。 

十三 新産業創出等研究開発協議会は、原子力災害に見舞われ極めて厳しい状況に置か

れ続けている地域と福島国際研究教育機構との密接な連携の重要性に鑑み、機構で行

う研究開発や人材育成に関連する幅広い大学その他の研究機関を構成員とし、関係行

政機関や地元地方公共団体等も含めて活発な協議を行い、機構の業務に積極的に関与

すること。 

十四 福島の復興・再生に向けて、福島国際研究教育機構の取組等を含め、いまだに帰

還することができない県内外の避難者が真に安定した生活を取り戻すことができるま



で、政府は支援を継続すること。 

十五 福島国際研究教育機構は、研究開発や人材育成に関し、被災三県を始めとする東

北及び隣接する茨城県等の廃炉等の原子力関連研究施設やエネルギーに関係する大

学・研究機関等とも密接な連携を取るよう努めること。 

十六 福島国際研究教育機構と同様、福島県以外の被災地における雇用創出、定住人口

の増大、新産業の創出、持続性のある人材育成、世界レベルの研究者の移住を推進す

るという見地から、国際リニアコライダー研究所の誘致を含め、世界最先端の国際研

究都市の創造に向け、積極的な検討を行うこと。 

  右決議する。 

 


